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国立大学法人北海道大学大学文書館公文書室利用等規程案 新旧対照表 

 
 ※ 下線部分は改正箇所を示す。 

改   正   後 現       行 

  

（略） （略） 

（写しの交付の方法等） （写しの交付の方法等） 

第19条 特定歴史公文書等の写しの交付（本条及び第20条において「写

しの交付」という。）は，当該特定歴史公文書等の全部について行う

ほか，その一部についても行うことができる。この場合において，公

文書室は，利用請求者に対し，具体的な範囲の特定を求めるものとす

る。 

第19条 特定歴史公文書等の写しの交付（本条及び第20条において「写

しの交付」という。）は，当該特定歴史公文書等の全部について行う

ほか，その一部についても行うことができる。この場合において，公

文書室は，利用請求者に対し，具体的な範囲の特定を求めるものとす

る。 

２ （略） ２ （略） 

３ 公文書室は，利用請求者より，写しの交付を行う範囲，方法及び部

数の指定を受けた場合は，速やかに別表の料金表により手数料額を算

定し，当該料金を利用請求者に通知するものとする。 

３ 公文書室は，利用請求者より，写しの交付を行う範囲，方法及び部

数の指定を受けた場合は，速やかに別表の料金表により手数料額を算

定し，当該料金を利用請求者に通知するものとする。 

４及び５ （略） ４及び５ （略） 

（略） 

附 則 

 この規程は，令和元年７月１日から施行する。 

（略） 

別表 料金表（第19条関係） 別表 料金表（第19条関係） 

資料２－５ 
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 ※ 下線部分は改正箇所を示す。 

改   正   後 現       行 

  

特定歴史公文書等の媒体 写しの交付の実施の方法 実施手数料の額 

一 文書又は図画（法第1

6条第３項の規定に基

づく利用のために作成

された複製物を含

む。） 

（略） （略） 

ハ スキャナにより読み

取る方法その他これに

類する方法により読み

取ってできた電磁的記

録を光ディスクに複写

したものの交付 

光ディスク（日本産業規格Ｘ0606及

びＸ6281に適合する直径120ミリメー

トルの光ディスクの再生装置で再生

することが可能なものに限る。）１

枚につき100円に，当該文書又は図画

１枚ごとに60円を加えた額 

 光ディスク（日本産業規格Ｘ6241に

適合する直径120ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生することが

可能なものに限る。）１枚につき120

円に，当該文書又は図画１枚ごとに6

0円を加えた額 

（略） （略） 

ホ 公文書室がデジタル

カメラにより撮影して

光ディスク（日本産業規格Ｘ0606及

びＸ6281に適合する直径120ミリメー

特定歴史公文書等の媒体 写しの交付の実施の方法 実施手数料の額 

一 文書又は図画（法第1

6条第３項の規定に基

づく利用のために作成

された複製物を含

む。） 

（略） （略） 

ハ スキャナにより読み

取る方法その他これに

類する方法により読み

取ってできた電磁的記

録を光ディスクに複写

したものの交付 

光ディスク（日本工業規格Ｘ0606及

びＸ6281に適合する直径120ミリメー

トルの光ディスクの再生装置で再生

することが可能なものに限る。）１

枚につき100円に，当該文書又は図画

１枚ごとに60円を加えた額 

 光ディスク（日本工業規格Ｘ6241に

適合する直径120ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生することが

可能なものに限る。）１枚につき120

円に，当該文書又は図画１枚ごとに6

0円を加えた額 

（略） （略） 

ホ 公文書室がデジタル

カメラにより撮影して

光ディスク（日本工業規格Ｘ0606及

びＸ6281に適合する直径120ミリメー
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 ※ 下線部分は改正箇所を示す。 

改   正   後 現       行 

  

できた電磁的記録を光

ディスクに複写したも

のの交付 

トルの光ディスクの再生装置で再生

することが可能なものに限る。）１

枚につき100円に，当該文書又は図画

１枚ごとに60円を加えた額 

 光ディスク（日本産業規格Ｘ6241に

適合する直径120ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生することが

可能なものに限る。）１枚につき120

円に，当該文書又は図画１枚ごとに6

0円を加えた額 

二 電磁的記録 （略） （略） 

ロ 電磁的記録として複

写したものを光ディス

クに複写したものの交

付 

光ディスク（日本産業規格Ｘ0606及

びＸ6281に適合する直径120ミリメー

トルの光ディスクの再生装置で再生

することが可能なものに限る。）１

枚につき100円に，当該文書又は図画

１枚ごとに60円を加えた額 

できた電磁的記録を光

ディスクに複写したも

のの交付 

トルの光ディスクの再生装置で再生

することが可能なものに限る。）１

枚につき100円に，当該文書又は図画

１枚ごとに60円を加えた額 

 光ディスク（日本工業規格Ｘ6241に

適合する直径120ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生することが

可能なものに限る。）１枚につき120

円に，当該文書又は図画１枚ごとに6

0円を加えた額 

二 電磁的記録 （略） （略） 

ロ 電磁的記録として複

写したものを光ディス

クに複写したものの交

付 

光ディスク（日本工業規格Ｘ0606及

びＸ6281に適合する直径120ミリメー

トルの光ディスクの再生装置で再生

することが可能なものに限る。）１

枚につき100円に，当該文書又は図画

１枚ごとに60円を加えた額 
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 ※ 下線部分は改正箇所を示す。 

改   正   後 現       行 

  

 光ディスク（日本産業規格Ｘ6241に

適合する直径120ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生することが

可能なものに限る。）１枚につき120

円に，当該文書又は図画１枚ごとに6

0円を加えた額 
 

 光ディスク（日本工業規格Ｘ6241に

適合する直径120ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生することが

可能なものに限る。）１枚につき120

円に，当該文書又は図画１枚ごとに6

0円を加えた額 
 

  

 

 


































